
四

酸
素
欠
乏
の
予
防
に
関
す
る

講
習

一

酸
素
欠
乏
症
及
び
救
急
そ
生

二
時
間

二

保
護
具

二
時
間

三

酸
素
欠
乏
の
発
生
原
因
及
び
防
止

措
置

三
時
間

四

船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及
び

衛
生
に
関
す
る
法
令

二
時
間

五

救
急
そ
生
の
方
法

二
時
間

六

酸
素
の
濃
度
の
測
定

一
時
間

附
則
の
次
に
別
表
と
し
て
次
の
三
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
七
十
八
条
関
係
）

講

習

科

目

条

件

一

タ
ン
カ
ー
等
引
火
性
液
体
類
等
を
積
載
す
る
船

舶
の
構
造
、
設
備
及
び
船
内
実
務

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士
（
機

関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の
資
格
に

つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
免
許

を
受
け
た
後
二
年
以
上
船
舶
職
員
と
し
て
タ
ン
カ
ー

等
引
火
性
液
体
類
等
を
積
載
す
る
船
舶
に
乗
り
組
ん

だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の

能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二

タ
ン
カ
ー
等
引
火
性
液
体
類
等
を
積
載
す
る
船

舶
に
お
け
る
火
災
及
び
爆
発

三

タ
ン
カ
ー
等
引
火
性
液
体
類
等
を
積
載
す
る
船

舶
に
お
け
る
火
災
に
対
す
る
消
火
技
術

四

引
火
性
危
険
物
質
の
物
理
的
性
質
及
び
化
学
的

性
質

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

当
該
免
許
を
受
け
た
後
二
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
タ
ン
カ
ー
等
引
火
性
液
体
類
等
を
積
載
す
る
船

舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
に
よ
る
大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令

第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）又
は

高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六

年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含

む
。）（
以
下
「
大
学
等
」
と
い
う
。）に
お
い
て
化

学
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者
で
、

そ
の
後
二
年
以
上
危
険
物
に
関
す
る
研
究
又
は
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五

検
知
器
具
及
び
保
護
具
の
取
扱
方
法

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

当
該
免
許
を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
船
舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

別
表
第
二
（
第
九
十
三
条
関
係
）

危

険

作

業

講

習

機
械
器
具
そ
の
他
の
設
備

一

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
運
転
に
関
す
る
講
習

一

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

二

実
習
用
重
量
物

三

実
習
用
障
害
物

四

荷
役
パ
レ
ッ
ト

五

実
習
施
設

二

ク
レ
ー
ン
等
に
よ
る
玉
掛
け
作
業
講
習

一

ク
レ
ー
ン

二

実
習
用
重
量
物

三

ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ

四

ワ
イ
ヤ
ー
リ
ン
グ

五

実
習
施
設

三

酸
素
欠
乏
の
予
防
に
関
す
る
講
習

一

実
習
用
モ
デ
ル
人
形

二

脈
拍
測
定
器

三

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル

四

マ
ス
ク

五

ガ
ー
ゼ

六

毛
布

七

酸
素
濃
度
測
定
器

八

ガ
ス
検
知
器

二

大
学
等
に
お
い
て
医
学
若
し
く
は
工
学
に
関
す

る
学
科
を
修
得
し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二

年
以
上
検
知
器
具
及
び
保
護
具
に
関
す
る
研
究
若

し
く
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
又

は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ

る
こ
と
。

六

災
害
防
止
対
策

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士
（
機

関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の
資
格
に

つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
免
許

を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と
し
て
船
舶
に
乗

り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等

以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

七

海
上
汚
染
防
止
対
策

八

船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す

る
法
令

一

三
級
海
技
士
（
航
海
）
若
し
く
は
三
級
海
技
士

（
機
関
）
の
資
格
若
し
く
は
こ
れ
ら
よ
り
上
級
の

資
格
に
つ
い
て
の
免
許
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、

当
該
免
許
を
受
け
た
後
一
年
以
上
船
舶
職
員
と
し

て
船
舶
に
乗
り
組
ん
だ
履
歴
を
有
す
る
も
の
又
は

こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

二

大
学
等
に
お
い
て
法
律
に
関
す
る
学
科
を
修
得

し
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
法
律
に

関
す
る
研
究
若
し
く
は
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
同
等
以
上
の
能
力
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

平成˜�年œ月™˜日 金曜日 (号外第˜—œ号)官 報

三

危
険
作
業
従
事
者
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て

は
、
第
九
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

（
準
用
）

第
九
十
六
条

第
八
十
一
条
か
ら
第
九
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
登
録
危
険
作
業
講
習
、
登
録
危
険
作
業
講
習
実
施
機

関
及
び
登
録
危
険
作
業
講
習
の
実
施
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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